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税務ＱＡ                               １９．１１－２ 

             

    

Ｑ１  医療法改正により、医療法人の自己資本比率２０％基準が廃止されるなど医療法人

の資産要件の見直しがされたと聞きましたが、具体的にどのように変わったのですか。      

  Ａ 

     ポイントポイントポイントポイント 

（１） 医療法人の資産要件について、従来の、自己資本比率２０％基準が廃止され、 

開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うため必要な施設、設備、 

又は資金を有しなければならない、とされました。 

（２） 施設設備については、医療法人所有が望ましいが、賃貸でも長期間確実であ 

ればよく、第三者からの場合は土地、建物の賃貸借登記をすることが望ましい。 

（３）また、土地、建物の賃貸料が著しく高額なものは、剰余金配当の禁止規定に抵 

触するおそれがあるので留意されたいとしています。 

 

１１１１．．．．医療法改正医療法改正医療法改正医療法改正によるによるによるによる資産要件資産要件資産要件資産要件のののの見直見直見直見直しししし            

        ①①①①    医療法では、第４１条第 1項において、「医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しな

ければならない。」と規定されています。 

今回の医療法改正でこの規定には改正はありませんが、医療法施行規則第３０条の３４が次の

ように改められ、平成１９年４月１日以後、病院や介護老人保健施設を開設する医療法人の自己

資本比率２０％以上基準は廃止されました。 

    改正前の規則第３０条の３４            改正後の規則第３０条の３４ 

            ［［［［医療法人医療法人医療法人医療法人のののの自己資本額自己資本額自己資本額自己資本額］］］］                                                    ［［［［医療法人医療法人医療法人医療法人のののの資産資産資産資産］］］］    

                病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人      医療法人は、その開設する病院、 

は、その資産の総額の１００分の２０に相当す      診療所又は介護老人保健施設の 

る額以上の自己資本を有しなければならない。      業務を行うため必要な施設、設 

ただし、厚生労働大臣の定める基準に適合する      備又は資金を有しなければなら 

場合は、この限りではない。   ２省略       ない。 

②②②② これまで、病院や診療所、介護老人保健施設を開設する医療法人については、法人の安定性及 

び継続性の確保を図る観点から、資産総額の２０％（特別医療法人は３０％）に相当する額以上 

の自己資本を有しなければならないとされてきました。この自己資本比率２０％以上基準は、設 

立時だけでなく、医療法人の設立後においても常時保持することが必要と解釈されていました。 

 なお、この自己資本比率２０％以上基準は、診療所のみを開設する医療法人については適用が 

ないこととされていました。 

 

２２２２．．．．資産要件見直資産要件見直資産要件見直資産要件見直しししし後後後後のののの医療法人医療法人医療法人医療法人運営運営運営運営のののの留意点留意点留意点留意点    
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        ①①①①    資産要件の見直しに関して、平成１９年４月１日以後に医療法人を運営する場合の留意点が平

成１９年３月３０日に発せられた厚生労働省医政局長通知「医療法人制度について」の中で次の

ように記述されています。 

  【厚生労働省医政局長通知「医療法人制度について」から抜粋】 

   ６ 医療法人の資産要件の見直しについて 

   （1）規則第３０条の３４の規定は、医療法人の資産要件として定められてきた自己資本比率に

関する要件を廃止することとし、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人は、

開設する病院、診療所又は介護老人保健施設に必要な施設、設備又は資金を有しなければな

らないものとしたこと。 

   （2）医療法人の施設又は設備は法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借契約によ

る場合でも当該契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものであると認められる場合に

は、その設立を認可して差し支えないこと。 

      ただし、土地、建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から賃貸する場合に

は、当該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましいこと。また、借地借家法に基

づき、土地、建物の所有権を取得した者に対する対抗要件を具備した場合は、賃貸借登記が

なくても、当該土地、建物の賃貸借を認めても差し支えないこと。 

      なお、賃貸料については、近隣の土地、建物等の賃貸料と比較して著しく高額なものであ

る場合には、法第５４条（剰余金配当の禁止）の規定に抵触するおそれがあるので留意され

たいこと。 

   （3）医療法人の設立を認可するに当たって、一定期間の医療施設の経営実績を要件とすること

は望ましくないこと。 

      なお、新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、２か月以上の運転

資金を有していることが望ましいこと。 

   （4）医療法人の設立に際して、現物拠出又は寄附すべき財産が医療法人に不可欠のものである

ときは、その財産の取得又は拡充のために生じた負債は、当該医療法人の負債として取り扱

って差し支えないこと。ただし、負債が財産の従前の所有者が当然負うべきもの又は医療法

人の健全な管理運営に支障を来たすおそれのあるものである場合には、医療法人の負債とし

て認めることは適当ではないので、設立の認可に当たっては十分留意されたいこと。                                                                                                   

②②②② 賃貸借契約による場合の長期間について、従来１０年以上の期間が必要と指導されていました

が、この考えが見直され、平成１９年４月１日以後は、長期間確実であればよいとされました。  

そうなりますと、この長期間確実の具体的な解釈は、賃貸借契約の実情に応じて判断されるこ

とになると考えられます。また、運営管理指導要綱には、契約期間の更新が円滑にできるよう契

約又は確認されていることが望ましいとしています。 

③③③③ なお、同要綱には、医療法人とその理事長との間で取引をする場合、立場を異にする同一人が

利益相反取引を行うことになるため、特別代理人を選任することとしており、土地、建物の賃貸

借や売買をする場合には特別代理人の選任が必要となります。 

  ④④④④ 賃貸の場合の土地、建物の賃貸料については、実務上、剰余金の配当禁止規定に抵触しないよ

う、税務上の取扱いなども参考に、近隣の取引事例を調査し妥当な賃貸料を決定することになると

考えられます。 
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Ｑ２  サラリーマンにとって気になる年末調整の時期が近づいてきましたが、前年と比べ

て変わった点、および現在の所得控除の種類とその概要を教えて下さい。 

Ａ 

    ポイントポイントポイントポイント 

（１） 今年は定率減税が廃止され、また国税から地方税への税源移譲により所得税の税率 

構造が５％～４０％の６段階になりましたが、それらは源泉段階で織り込みずみです。 

   （２）所得控除の改正点は、損害保険料控除が改組されて地震保険料控除になったことと、 

寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額の４０％に引き上げられたことです。 

したがって、従来の短期、掛捨ての上限３千円の損害保険料控除は無くなりました。 

 

１１１１．．．．年末調整年末調整年末調整年末調整でででで前年前年前年前年とととと変変変変わったわったわったわった所得控除所得控除所得控除所得控除        

（（（（1111））））損害保険料控除損害保険料控除損害保険料控除損害保険料控除がががが最高最高最高最高５５５５万円万円万円万円のののの地震保険料控除地震保険料控除地震保険料控除地震保険料控除にににに改組改組改組改組されたされたされたされた 

 ① 損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の 

  目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又 

  は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場

合には、その金額の合計額（最高５万円）を地震保険料控除として総所得金額等から控除する

こととされました。 

 ② 経過措置として、平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約等については、 

平成１９年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除（最高１万５千円）

が適用されます（①とともに適用する場合には、控除額は合わせて最高５万円とされます。） 

     長期損害保険契約等とは、保険期間等が１０年以上で満期返戻金の特約のあるものです。 

（（（（2222））））寄附金控除寄附金控除寄附金控除寄附金控除のののの控除対象限度額控除対象限度額控除対象限度額控除対象限度額をををを総所得金額等総所得金額等総所得金額等総所得金額等のののの４０４０４０４０％％％％にににに引上引上引上引上げげげげ（（（（改正前改正前改正前改正前：：：：３０３０３０３０％）％）％）％）    

 

２２２２．．．．現在現在現在現在のののの所得控除所得控除所得控除所得控除のののの種類種類種類種類とそのとそのとそのとその内容内容内容内容    

 種種種種        類類類類     内内内内                    容容容容                     控控控控                除除除除                額額額額    

                                   所所所所        得得得得        税税税税                            住住住住    民民民民    税税税税    

 雑損控除雑損控除雑損控除雑損控除 災害、盗難、横領により生活用資産 （損失額－所得の１０％）         いずれか 

      などに受けた損害（詐欺は非該当） （損失額のうち災害関連支出額）－５万円  多い額 

医療費控医療費控医療費控医療費控 本人、生計を一にする配偶者や親族 支払医療費－（医療費を補填する金額）－（１０万円 

 除除除除    のために支払った医療費      か所得の５％のいずれか少ない額）(最高２００万円) 

社会保険社会保険社会保険社会保険 本人、生計を一にする配偶者や親族         

料控除料控除料控除料控除  の健康保険料、介護保険料、公的年 全額（国民年金保険料等の支払証明書の添付等が必要） 

      金等の保険料 

小規模企小規模企小規模企小規模企 中小企業基盤整備機構に支払った第 

業共済等業共済等業共済等業共済等 一種共済契約の掛金、心身障害者共 全額（証明書の添付が必要） 

掛金控除掛金控除掛金控除掛金控除 済掛金、確定拠出年金掛金 

      本人、配偶者、その他の親族を受取 最高５万円（証明書の添付が必要）   最高 

生命保険生命保険生命保険生命保険 人とした生命保険料                                                   ３．５万円 

    



 4 

料控除料控除料控除料控除  本人、配偶者を受取人とした個人年 最高５万円（証明書の添付が必要）   最高 

      金保険料                                                            ３．５万円 

 居住用の家屋、動産にかけた地震保                    最高 

地震保険地震保険地震保険地震保険 保険料（平成 18 年 12 月 31 日までに 最高５万円（証明書の添付が必要）    ２．５万円     

 料控除料控除料控除料控除  締結した保険期間 10 年以上で満期                    （平成２０ 

      返戻金のある損害保険料を含む）                     年度より） 

      特定寄付金を支払ったとき。ただし、特定寄付金の支払額    いずれ       いずれ  １０ 

 寄付金控寄付金控寄付金控寄付金控 住民税では、自治体、共同募金など 所得の４０％（住民  か少な－５千円 か少な－万円 

 除除除除    に限る              税は２５％）          い額       い額  

 障害者控障害者控障害者控障害者控  本人､控除対象配偶者､扶養親族が障  １人につき ２７万円           ２６万円 

  除除除除        害者であるとき          特別障害者 ４０万円          ３０万円 

      夫と死別・離婚して扶養親族のある 

 人。又は夫と死別し、所得が５００  ２７万円                ２６万円 

 寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除 万円以下の人 

      夫と死別・離婚して､かつ所得が５０  ３５万円                ３０万円 

      ０万円以下で子を扶養している人 

      妻と死別・離婚して生計を一にする 

 寡夫控除寡夫控除寡夫控除寡夫控除 子があり、かつ所得が５００万以下  ２７万円                ２６万円 

      の人 

 勤労学生勤労学生勤労学生勤労学生 本人が勤労学生で所得が一定額以下  ２７万円                ２６万円 

 控除控除控除控除      の人 

      配偶者の所得が一定金額以下のとき 一般控除対象配偶者      ３８万円   ３３万円  

 配偶者控配偶者控配偶者控配偶者控    （７０歳以上…昭和１３.１.１以前    〃  （同居特別障害者） ７３万円   ５６万円 

除除除除                生れ）              老人控除対象配偶者(70 歳以上)４８万円  ３８万円 

                               〃  （同居特別障害者） ８３万円   ６１万円 

 配偶者特配偶者特配偶者特配偶者特    配偶者の所得が一定金額以下のとき 最高３８万円               最高 

 別控除別控除別控除別控除                                                                         ３３万円 

                       一般扶養親族       ３８万円    ３３万円 

      親族の所得が一定金額以下のとき     〃 （同居特別障害者）７３万円    ５６万円  

      (１６歳以上２３歳未満…昭和６０． 特定扶養親族（年齢１６歳以上 

                  １.２から平成４.１.１まで生まれ)               ２３歳未満） ６３万円    ４５万円 

 扶養控除扶養控除扶養控除扶養控除 (７０以上…昭和１３.１.１以前生       〃  （同居特別障害者）９８万円    ６８万円 

       まれ)               老人扶養親族（７０歳以上）４８万円    ３８万円 

                                            〃 （同居特別障害者）８３万円    ６１万円 

                       同居老親（７０歳以上）  ５８万円    ４５万円 

                  〃 （同居特別障害者）９３万円    ６８万円 

基礎控除基礎控除基礎控除基礎控除 本人の控除              ３８万円                 ３３万円 

    ※※※※    サラリーマンの場合、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告を 

しなければなりません。    


